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大カーディー，タキーユッディーン・スブキー

　　　　　　　　その生涯と司法活動

近　藤　真　美

はじめに

　司法及びその重い手であるカーディーに関しては，大量の法学書や年代記などの諸史料を

もとに，これまでに多くの研究がなされている1）。しかし，カーディーたちが日常，どのよう

に司法に携わり業務を処理したのか，またいかなる社会に生きていたのかといった，司法の実

態に関する碕究は，いまだ十分な蓄積があるとは言えない2）。

　これらの問題を明らかにするための有効な手段の一つとなってくれるのが，ファトワー及

びファトワ一穂であろうと考える。ファトワーとは，何らかの問題に関して，ムフティーの資

格をもつ者が，求めに応じて発する法的兇解のことである。従って，それらは必ず具体的な社

会の諸問題に対応しており，また，それらの見解は学派の中で広く受け入れられれば，法学説

の一つとして法学理論に組み入れられていく［Schacht　1964：74－75；Haliaq　1994］。つまり

それは，現実社会と法学理論を繋ぐ鎖のようなものと考えられるのである3）。

　そこで筆者は，マムルーク朝期のシリアにおける頑法の実態を明らかにするため，老心にお

いては，8／14世紀半ばのハナフィー一派のダマスクスの大カーディー，タルスースィーTaqI

al－Din　al－TarsRsiの著した盈ψ‘雄W己s読’瀬丁ψγτγα1－！瞼ε薦Z←α1－Fatdiwdi　al－Tarsdisiya）を

利用したが［近藤1994］，より詳細にカーディーと罰法の実像を描き出すためには，当時最も

優勢であった法学派，シャーフィイ一派についても目を向けねばなるまい。

　タルスースィーとほぼ同じ頃，8／14世紀前半に活躍したシャーフィイー派のダマスクスの

大カーディーは，タキーユッディーン・スブキーTaqi　al－Din　Abti　al－Hasan‘AII　b．‘Abd　al－

Kgfi（以後，息子と区別するため，タキーユッディーンと略記）である。彼は，マムルーク朝期

にカーディーやムダッリスを輩鵡したスブキー家⇔の中でもとりわけ高名な人物で，彼が発

した，或いは収集したファトワー，それらに対する彼の覚書は，息子タージュッディーンTaj

al－Din　Abd　al－Nasr‘Abd　a1－Wahhabによって編纂され5｝，今露刊本の形で見ることができる。

　このファトワー集Fatdwd　a　l－Subleiを用いるにあたり，その葡段階として，タキーユッ

ディーンの生涯を概観しておく必要があるが，私見の限り，彼に関する専著・専論は見当たら

ないようである6》。

　そこで本稿では，息子タージュッディーンの著したTαbaqdt　al・翫昭励ααZ一κ”わ短にあるタ
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キーユッディーンの項から彼の生涯を概観し，更にその一環として，彼のカーディーとしての

活動の一つを，F磁磁礎S励規の記述と重ねて紹介する。

1　舞吻爵泌翫⑫加泌κ諭δ中のタキーユッディーンの項の構成

　ある人物の生涯を見るとき，最も詳しい情報を提供してくれるのは「自伝」であろう。しか

し，アラブ世界においては，イブン・ハルドゥーンIbn　KhaldGnのal一　Tα　‘rifやスユーーティー

al－Suy顔の1〈i　tdib　al一　Ta　（tadduthなど，その数は少ない7）。

　それ以外には，多くの人名伝が今旨に残されているが，生没年，学歴等の限られた情報しか

得られない場合が多い。しかし，対象となる入物が非常に高名な人物である場合，或いは自分

の項を自ら執筆したり，親・息子といったごく近い撫縁関係にある者が執筆している場合に

は，その限りではない。

　TShKのタキーユッディーンの項もそういったものの一つであり，刊本にして199＄．　a）とい

う多くの紙幅が割かれているだけでなく，息子ならでは得られた情報を含んでいることが特

徴：といえよう。

　タキーユッディーンの項の内容には簡単な見出しが付されているので，それに従ってこの

項の構成を兇ておく。節番号は筆者が便宜上つけたものであり，更に筆者が補った部分には

［］を，説明の部分には（）を付した。〔〕は校訂者が補っている部分である。また，コロン

の後の数字は刊本での頁を示している。

　第1節

　第2節

第3節

第4節

第5節

第6節

第7節

第8節

第9節

第10節

［タキーユッディーーンの略歴］．139－170

［タージュッディーンが］彼（タキーユッディーーン）から聴いた誘に関すること：

270－194

彼に寄せるイマームたちの称賛に関することほ94－220

甘心フィズたちのつながりのこと：220－226

彼がマズハブとして取り上げたものや彼個人の見解として同意したものに関す

るこ二と：226－266

彼の著作［の形3では留められていないが，私たちが彼から聞いた研究や名書に

関すること。その幾つかは，彼のコレクションの中に，彼の手で［書かれたもの

が］見つけられるかもしれない：266－293

宗教の諸基本についての論文に関すること：294－295

スーフィズムや奨励されるべきこと，知恵についての彼のことばから：295－303

法源論，弁論学，修辞学，文法学，直書者の遠征・伝記・系譜の諸学について：

3e4－307

〔彼一神が彼に恵みをお与えにならんことを一の多くの著作物のこと〕：

3e7－315
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　第11節　　彼の死に関する情報のこと：315－317

　第12節　　〔私たちが聞いた彼のための葬送の詩のこと〕：317－338

　基本的な構成はう通常の人名伝におけるそれと嗣様で，生没年，学歴・職歴，資質の評緬・称

賛が大きな枠組みとなっている。これらの記述は，主として，第1・3・4・11・12節で述べ

られている。第5節～第10節は，資質の評価・称賛の枠組みを拡張したものと考えてよいで

あろう。ここでは，法学をはじめ，神学，スーフィズム等，タキーユッディーンが修めた諸学問

についての彼の著作・論文，見解が掲載されている。尚，これらの中では第1・3・5・6・

12節により広いスペースがとられている。

　記述の特徴としては，タキーユッディーン自作のものに限らず，詩が多く収められているこ

とが挙げられる。その時の感情をうたった詩もあれば，何らかの問題に関する解答や書簡が

詩の形をとっているものもある［TShK　9：　i84－85　etc．］。

　またここで，第2節と第6節に注Kしたい。この2節は，「息子が著した父親の伝記」という

性質をよく表している部分だと考えられる。第2節には，父から聴いた話が収録されている

が，それはハディースだけでなく，彼の3人の息子たち，アブL一一一・バクルAbit　Bakr

M鴎ammad9），アブー・ハーミドBah盃’al－Din　Abif髄mid　Allmad，そしてタージュッディーン

について，タキーユッディーンが語ったり書き留めたりした謡も収められている。第6節は，

主として法学上の問題に関するタキーユッディーンの見解を簡単に挙げたものであるが，節

の見出しからもわかるように，タージュッディーンが父タキーユッディーンから聴いたこと

があるか，父自筆のものを見たことがあるものについて要約・抜粋したものである。他にも，

タージュッディーンが，父タキーユッディーン自身から聴いた話は全体に散見されるle｝。

　TShKにおけるタキーユッディーンの項は，全体としては他の人名伝の項と同じ構成を

とっているが，著者が息子としての立場上父から得ることのできた多くの情報を含んでいる。

そういった情報は，彼の幼少のころのエピソードや息子たちに関するものもあるが，法学上の

彼の見解に関するものも多いことがわかる。

ll　タキーユッディーンの略歴

1．カイ臼時代

　彼は，683年第2月／1284ff　4月，下エジプトのスブクで生まれた［TShK　9：144；TSh　3：

47］。父ザイヌッディーンZayn　al－Dln‘Abd　al・KAfiは，エジプトの東部地区と函部地区の

カーディーを務めていた人物である［TShK　io：90］。彼の初等教育に関する情報は，TShKの

記述といえども多くはないがll），父がカーデ／一であり，また億父もミスルの幾つかの地方の

カーディーを務めていた［TShK　10：392］ことを考えると，環境には恵まれていたようである。

また，彼の勉強ぶりは，次の記述から窺える。

　　　［父タキーユッディーンが，私タージュッディーンに話してくれたことであるが］……
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　　夜明けの祈りの時に家を出て，諸師のもとで学び，正午近くに戻ってきて家の者と顔をあ

　　わせた。〔家の者たちは］若鶏を料理し終えていて，［タキーユッディーンは］それを食べ

　　て日没まで勉強に［旧師のもとへ］戻り，それから甘く美味しいものを食べて，更に夜勉強

　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［TShl〈　9：144］

　さて，彼は，他の多くのウラマーたちと購様，まず父の下で法学を学んだ［9：144］。それ以

後は，以下の師の下で主だった学問をカイロで一通り智得している。

　法学：法学者ナジュムッディーン・イブン・アッリフアNajm　al－Din　lbn　al－Rii‘a’2）

　法源・知的学問al－ma‘qitlat：イマーム，アラーウッデイーン・バーージー一‘Al盃’al－Din　al－

　　　B鰯3）

　論理学・諸学派の学説相違：サイフッディーン・バグダーディーSayf　al－Din　al－

　　　Baghdadii4）

　コーラン注釈学：シャイフ，アラムッデイーン・イラーキー‘Ala磁al－Dia　al一‘Ir磯115＞

　コーラン読講：シャイフ，タキーユッディーン・イブン・アッサーイグTaq至al－DI蝦bn　al－

　　　Sa’ighic，）

　網続・遺産分捌：シャイフ，アブドウッラー・グマーリー・マーリキー‘Abd　Al励al－

　　　Ghum2ri　al－Mi｝iki

　ハデイース学：ハーフィズ，シャラフッディーン・ディムヤーーティーSharaf　al－Din　al－

　　　Oim頭l17）及びハーフィズ，サァドウッディーン・ハーリシー　Sa‘d　al－Din　al－HarithI

　文法学：シャイフ，アブー・ハイヤーンAbil　ElayyaniS｝

　スーフィズム：シャイフ，タージュッディーン・イブン・アターウッラーT2j　al－Din　lbR

　　　‘At盃’All盃hig）

　カイWで以上の学問を修め，他にアレクサンドリア，ダマスクス，バグダードでも多くのウ

ラマーの講義を聴講したり教えを請うたりしている。

　706／1306－7年には，ハディースを求めてシリアへ赴いているが，翌707／1307－8年にカイロへ

戻り，そこに居を定めている［TShK　9：166］。7i6／i316－7年に巡礼を果たして帰郷。彼の名

高い著作の多くが，このカイロ時代に書かれた［TShK　9：167］。

　カイロでの彼の職歴には，トゥールーン・モスクのシャイフ職が挙げられる。7！9／1318－9

年に一度失職しているが，727／1326－7年に復職，739／1339年まで在職している20｝。719年と書

えば，後述の通り，アブー・ハーミドが生まれた年である。失職は彼が生まれてからのことで

あり，タキーユッディーンの母ナースィリーーやN細rlyaがそれを悲しんだということが，ア

ブー一・ハーミドの書き留めたものから引用・収録されている［TShK　9：　1811。

　他にも，ジャマールッディーン・ズライー　3amal　al－Din　al－Zura‘iがダマスクスの大カー

ディーに就任したとき21）に，後任としてマンスーリーヤal－Man鱗r1ya学院（マドラサ）のム

ダッリスとなっている［τShK　9：211］。また，就任期闘は特定できないが，カイロのハッカー

リーヤal－HakkAriya，サイフィーヤal・Sa頭ya両学院でも教鞭をとっている［TSh　3；49］。
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　また、伯父サドルッディーンの娘22｝との結婚も，このカイm時代のことである。当時彼は

15歳であった。タキーユッディL一一mンの父も伯父も，自分自身に関することは何もタキーユッ

ディーンには話すなと娘に申し付け，タキーーユッディーン夫妻の日常の諸事は彼ら二人で援

助し，タキーユッディーーン自身はといえば，眠るときにしかこの娘と顔をあわせることはない

という状態だった。しかし，娘がタキーユッディーンに俗事・を望んだということが伯父，つま

り娘の父の耳に入り，タキーユッディーンが学問以外のことに気をとられるのを恐れるあま

り，彼は二人を離婚させてしまった［TShK　9：145］。このことからも，彼の父や僚父が，如何

にタキーユッディーンの教育に心を砕いていたかが窺われる。

　その後の彼の婚姻関係についてはTShKには特に記述がみられないが，719／1319年，ア

ブー・ハーミド［TSh　3：103－106］が，722／1322年にジャマーールッデイーンJa漁l　al・Din　Abg

Tayyib　al一紙sayn［TShK　9：411－25；TSh　3：25－27］が，727／13264年にタージュッディーン

［TSh　3：140－43］が，734／1333－4年に娘サーラSira　［DL　12：51］が生まれているz3＞。他方，

725／1324－5年には伯父サドルッディ・一ンが［τShK　lO：392；TSh　2：397］，735／1335年には父

ザイヌッディーンが死表している［TShK　10：90；TSh　2：349］。

2．ダマスクス時代

　タキーユッディーーンの活動の場がエジプトからシリアへ移るのは，739／1339年のことであ

る。この年，スルタン，ナースィルが，死去したジャラールッディーン・カズヴィーニーJalal

al－Din　al－Qazwiniの後任として，ダマスクスのシャーフィイー派大カーディ・一・の職に彼を任

じたのである。当初彼はこの申しli1を拒否するが，最後にはこれを受け入れダマスクスへ向

かい，大カーディーに就任した［TShK　9：i68］。

　従兄弟の子アブー・アルファトフTaqi　al－Din　AbU　al－Fat尊Mu13ammadが744／1344年まで

そのナーイブを務めている［TShK　9：168P｝。そ皮の死後，タキーユッディーンの息子でター

ジュッディーンの兄にあたるジャマールッディーーンがナーイブを務め［TShK　9：412］，この

兄が755／1354年に死去すると，その後はタージュッディーンが務めた［TSIi　3：141］。

　ダマスクスでは，大カーディー職と同時に，ウマイヤ・モスクのハティーブ職にも就いてい

る［τShK　9：169］。742／i341年，ハーフイズ，ミッズィーa1－Mizzl罰の死後，ダール・アルハ

ディース・アシュラフィーやDar　al一耳adith　al－Ashraf／yaのシャイフとなった［［1）ShK　9：i69］。

次いで，　745／1345年，イプン・アルナキープlbn　al－Naqib26｝の死後，シャーミーヤ・バッラー

ニーヤal－Shamlya　al’BarrEniya学院のムダッリスを務めている［TShK　9ほ70］。

　アシュラフィーヤのシャイフ職については，タキーユッディーンに決定する前に，ザハtf　一

al－Dhahabl　27）が後任に定められていたが，彼がアシュアリー派でないという理由からイブ

ン・アルナキープが異議を唱えた。臨時のダマスクスのナーイブ，トゥンブガ‘Aia’al－9in

al－Tunbugh2がウラマーたちを集めて話し合いの場がもたれ，結局，アシュアリー派であるこ

とが明らかなタキーユッディーンがその職に就いた［TShK　9：200－2e1］’as）。

　他にも，ガッザーリーヤa1－Ghazzaliya，大アーディーリーヤal一‘Adiliya　a1－Kubr2，アターベ
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キーヤal－At2bakiya，マスル・一・一リーヤal－Masritriyaの各学院でも教鞭をとっている。

　755年第11月／1354年以来病を得て，エジプトに戻ることを切望していたが，息子タージュッ

ディーンがダマスクスの大カーディーに着任して1カ月ほどはダマスクスに留まった。エジ

プトに戻って後，756年第6，月3日／1355年6月15日，カイロ郊外で究結し，ナスル門に埋葬さ

れた［TShl〈　9：315－16］。

　また，彼は生前，以上に見てきた司法・教育上の諸活動に専心する間に，舞常に多くの著作

を著している。TShKの彼の項の第10簾は彼の著作リストであるが，そこには120余りの表題

が挙げられており，幾つかについては，巻数やごく簡単な内容の説明が付けられている29）。

皿　バァルベックのある村の文書をめぐる問題

　彼の活動の一一端は，TShKの彼の項の第10節に挙げられた，彼の手になる多くの著作のリス

トからも窺い知ることができるが，著作の形にはなっていなくとも，彼が書き留めておいたも

のや入に話して聞かせたこと，また人が目撃したことからも，その諸活動がわかるであろう。

第6節は，正にそういった話に充てられた部分で，息子タージュッディーンが父タキーユッ

ディーンから聞いたことや，自分が目撃したこと，父自筆のもので見たものが30話足らず収め

られている。

　本章では，彼のカーディーとしての活動の一つとして，それらの中から，バァルベックのあ

る村の文書をめぐる問題を紹介したい。

　第3節に，次のような記述がみられる。

　　　［タキーユッディーンは］かつて，ハリーサーHarithaの一件について他人の言葉に左

　　右されることなく［熟考して1（sammama）判決を下したが，シリアのナーイブ，アルグ

　　ン・カーミリーArgh曲ai－KAmiliao）がそれに抗議した。その一件はシリアでもエジプト

　　でももう忘れかけられている（yatlakhimmu）31｝。　　　　　　　　　　［TShK　9：208］

　これは，第6節でもう一度登場し，更にファトワー集にも収録されている［FS　2：442－44；

cf．　TShl〈　9；292－93　n．4］．

　史料の性格上，TShKではその問題が問われた状況に関する記述が，　FSでは法学上の問題

点とその解答・説明の部分の記述がより詳しく，両史料を照らし合わせることによって，問題

の事件の全体がよりはつきりする。

　まず，この一一件の法学上の問題点を明確にするために，FSの記述から訳出する。

　　閥題：　それ（文書）が法的に無効であるという理由で，法的無効性が明らかな文書に，そ

　　の（文書の）所持者［の権利］は認められないと書くということについて。

　　　シャイフにしてイマーム（タキーユッディーン）がそのようにした一神が彼に慈悲を

　　たれ給わんことを一ところ，バァルベックのある村の私領地ハリーサーに関する文書

　　の件でかつて非難された。バァルベックの文書に［文書の所持者の権利は認められない



66 近　藤　真　姜

　　と］書くということについて，お前たちの根拠は何かと雷われた，と彼（タキーユッディー

　　ン）一神が彼に慈悲をたれ給わんことを　　は言った。　　　　　　　　［FS　2：442i

　文書の所持者にはその文書に書かれているような権利がないことを，その文書に書き入れ

てもよいのか否か，という問題を扱っている。

　ファトワーの常として，ハリーサーという私領地の名前以外には，事件の当事者や時期等に

関する具体的な記述はみられない［Xallaq　l994：33－34］。

　問題提示に続く部分の記述から，タキーユッディーンは，文書の所持者の当該私領地に対す

る権利の正当性が認められない由を文書に書き入れたこと，ところがその行為に対して異議

が唱えられたことの2点がわかる。

　もう少し詳しく，彼がこの問題について見解を述べねばならなくなった事情を知るために，

TShKの記述にRを移してみよう。

　　　私（ターージュッディーン）がシャイフ（タキーユッディーン）一神が彼に御満足されん

　　ことを　　のもとにいると，丁度，シリアのナーイブ，アルグンのもとから通信使

　　（baridDが到着し，彼から［の伝調を彼（タキーユッディーン）に伝えた。

　　　「アミールたちの王はあなたに［以下のように］仰せられた。

　　　『お前が所持しているものでもないバァルベックの文書に，何故お前は，その［文書の］

　　所持者［の当該の土地に対する権利］は認められないと，書きこむのか。お前が［そのよう

　　に］書くことで，お前はそれ（文書）を欠陥あるものとしてしまった。

　　　我らにお前の返答を書け＄］

　　　父（タキーユッディーン）は，バァルベックのハリーサー村の文書に，それが法的に無効

　　な証拠であると書いたのだが，彼はそのことについて誤ってはいない。彼の琶指すとこ

　　ろは真実であり，文書によって［生じる］誤りを恐れているのである。　　［TShl〈　9：288］

　ここでは，何らかの訴訟が起こり32），当該の土地に対する権利の正当性を主張するために，

ある人物が文書を証拠として提出したことがわかる’X3）。その文書には誤りがあるので，タ

キーユッディーンは，それが証拠として無効である由をその文書に書き入れた。それは，誤り

のある文書が用いられることによって，誤った判決が下されることがないようにする対策だ

とする。

　しかし，土地の権利を主張するその文書の所持者の立場からすれば，タキーユッディーンが

このように文書を処理したことによって，自分のもっている文書は欠陥のあるものとなって

しまい，当該の土地に対する権利を憲張するための役には立たなくなってしまったのである。

　このことに抗議したのが，ダマスクスのナーイブ，アルグンであっだ9。アルグンがダマス

クスのナーイプの地位にあったのは，752／1351年から753／1352年までであるので［BNI4：

240，245］，彼がタキーユッディーンに通信使を送って抗議したのは，この間のことであったと

考えられる。

　さて，通信使からアルグンの書簡を受け取ったタキーユッディーンは，早速その返信を書い
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た。

　　　父は紙をとると，アミールたちの王に届けてもらうように通儒使に渡す播簡の1文頭

　　を書いた。彼が書いたものは［以下の通りである］。

　　　バアルベックの文書に［文書の所持者の当該地に翻する権利は認められないと1書くと

　　いうことについて，お前たちの根拠は何かと詠われた。

　　　［その］答え［は以下の通りである］。　　　　　　　　　　　　　　　［TShK　9：289］

　「［その］答え」以下の部分は，若干の相違はあるものの，FSの記述とほぼ同じである。自分

たちの根拠は，コーランとスンナ，イジュマーウそしてキヤースであるとして，まずコーラン

とスンナを引用した後，イジュマーウX5｝を挙げ，更にキヤースとして，文書は，複数の文書の聞

で記載内容に対立があるかないかということよりも，その内容が明確であることのほうが大

切であるとしている［FS・2：442；TShl〈　9：289－90］絢。

　また，文書は偽造することが可能であり，また文書はそこに書かれていることに権利を有す

る者に渡されねばならないとし，本件の場合は，提出された文書は誤りがあるのだから，文書

の所持者に文書をそのまま返すわけにはいかないと述べている［FS　2：442－43；TShK　9：

291］o

　また，訴訟の際には，訴訟相手（gharim）もまた当該地に関する文書をタキーユッディーンた

ちのもとに提出しており，問題の文書の所持者には正当な権利がないことが立証された［FS　2

：　443　；　TShK　9　：　291－92］　．

　提出された文書に対して，司法に携わる者たちがどのように対応していたかについては，以

下の記述がある。

　　　ウラマーやカーディーや証人や書記官たちは，エジプトの地においてもその他の地に

　　おいても，書き入れる必要のある〔権利の］移行や［複数の文書の間の記述内容の］対立，そ

　　の他のことを，文書に書くことを常としているが，これはそういった（既に述べたような）

　　こと［のため］なのである。　　　　　　　　　　　　　　［FS　2：443；TShl〈　9：292］

　偽造文書やすでに無効となっているべき文書によって自らの権利を主張しようとする人々

は少なからずいたのであろう。タキーユッディーンによれば，その対策の一つとして，文書に

書かれている権利は誰の手にあるべきなのか，また文書の内容にくい違いはないか等を，文書

に書き込んでいたという。このようにして，誤りのある文書が再び利用されることがないよ

うに留意されていたことがわかる。

　この後に次の一文を記して，この件についてのTShKの記述は終わっている。

　　　「これは別の者の私有地であり，それを占有させることは許されない」という言は，それ

　　を言った者は知られておらず，或いは熟考［する必要3のない［当然の］ことである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［TShl〈　9　：　292］

　FSには更に続きがある。

　　　「これは別の者の私有地であり，それを占有させることは許されない」という言は，それ
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　　を言った者は知られておらず，また神の啓示［も知られておらず］，いや人々の［暮らして

　　きた長い3歳月もわからない［程昔からあった］。それで，カーディーや，諸事のあらゆる

　　指導者たちとともにカリフや王たちは，無効な命令書（tawqi‘）をみると，それをその持ち

　　主から取り上げてきたのである。　　　　　　　　　　　　　　　［FS　2：443－44］

　あるものに正当な権利を有しない者が不当にそれを占有してはならないということは当然

のことであり，そのようなことが起こらないように，効力を失った文書は，昔から回収してき

たというのである。

　この後払に，息子タL一一mジュッディーンが，サイマリーal・§aymari37｝の言葉を引用して，父タ

キーユッディーンの見解に賛同し，この問題に関する記述を終えている［FS　2二444］。

　以上，人名伝TShKとファドワー集FSの記述からことの経緯をごく簡単にまとめると，次

のようになる。バァルベックの私領地ハリーサーに関して訴訟がおこり，その地に関する文

書（仮にこれを文書Aとする）が提出された。ところが，文書Aの所持者の訴訟棚手もまた，幽

該地に関する文書（文書B）をもっていた。最終的に，タキーユッディーンは文書Aを無効で

あるとして，文書Aの所持者の当該地に対する権利の正当性を認めず，その由を文書Aに記入

した。そのことによって文書Aは欠陥のある文書となってしまった。これは，無効であるべ

き文書が使用されることがないようにするための対策の一つであり，タキーユッディーーンに

限らず，カーディーをはじめとする司法関係者は岡様にしていた。しかし，ダマスクスのナー

イブ，アルグンはこの件についてダマスクスのシャーフィイー派の大口ーディー，タキーユッ

ディーンに抗議し，彼がアルグンに理由を説明することになったのである。

おわりに

　以上，タキーユッディーンの経歴を明らかにし，更に，TShKとFSの記述とを照らし合わせ

ることによって，彼の大カーディーとしての活動の一端を紹介した。

　カーディーの子として生まれ，幼い頃から勉学に励み，法学をはじめとする様々な学問を優

秀な師をもとで修めた後，職に就く。タキーユッディーンの生涯は，決して当時として特異な

ものではなかったのではないか。もっとも，彼のように多くの学院で教鞭をとり，大カー

ディー職に就任できるものは一握りのウラマーにすぎない。従って，そういった職に就くこ

とは確かに名誉なことであり，また次のウマリーal一‘Umariの記述を思い起こせば，経済的に

も重要なことであったと思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k

　　　カーディーやウラマーたちについて謡えば，カーディーについては，その俸給はスルタ

　　ンが支払い，その最高額は毎月50ディーナールである。彼らには，ワクフで富んでいるマ

　　ドラサがある。…（田鼠）…ウラマーたちについては，彼らのどの者も，自分の［勤めてい

　　る］マドラサのワクフ［からの収入］しかない。給料や年金の形で［の収入が］ある者は劉

　　であるが，［給料や年金が］彼らに［支払われるよう】決められることはなく，そのような者
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　　は［いたとしても］少なく，稀である。そのため，［ウラマーは，既に述べたような1その［状

　　態の］ままに置かれている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［MA：110－11］

　このような状況にあれば，他のウラマーやその親族の場合も鍔様だったのではないかと思

われるのだが，彼の父や伯父の教育熱心さには，彼が将来カーディー職に就くことによって経

済的なメリットを得られるようにという理由もあったのかもしれない。

　また，経歴からわかるように，彼の生涯の大半は，教わる側・教える側の別はあれ，マドラサ

（学院）とともにあることがわかる。ここで，どのような理念に基づきどのような方法で，ウラ

マーの，ひいては次代のカーディーの教育が行われたかに関する研究38）もまた，司法界の実態

をつかむ上で必要となるであろう。

　もう一つ，彼の生涯で非常に重要な位置を占めているのは，カーディーとしての活動である。

本稿では，紙幅の都合もあり，一つを紹介するに留めたが，今後，カーディーをはじめとする罰

法関係者に関する更に多くの事例研究が蓄積され，司法業務及び司法界の実態が明らかにな

ることを望みつつ，本稿を終えたい。

注

1）司法印度全般を扱うTyan　1960はこの代表的な研究といえよう。

2）　まず，イブン・ハルドゥーンIbn　1〈haldanの宙伝からマムルーク朝期のエジプトの司法界の実態を

　描き出した森本1992が挙げられ，また，アッバース朝期に関しては，愛宕1990がある。

3）　このような観点に立ち，ファトワーの分析から嶺時の社会を考察しようとした研究には，Powers

　l990，　Tucker　1994などがある。また，ファトワーを出すための規定については，愛宕1992がある。

4）スブキー家の人物で人名伝中に初めてその名を見ることができるのは，タキーユッデif　一ンの父ザ

　イヌッデイーンZayn　al－Dln　‘Abd　aLKa厩TShK　10：89－94；A‘A　2：109；1）王く3涯97；TSh　2：348－49］

　と伯父サドルッデd一ン＄adr　al－Dln　Yallya　［TshK　10：391－92；A‘A　3：323；DK　61190－91；Tsh　2：

　396－97】である。

5）FSには，タキーユッディーンの出したファトワーや収集したファトワー，或いはそれらについて彼

　が書き留めておいたものが収められている。タキーユッディーン自身はそれらを書物として編纂す

　ることはなく，息子タージュッディーンが編纂している。タキーユッディーンの書き留めたものにつ

　いては，短縮・要約をせず，その他に関連する問題を扱ったタキーユッディーンの著作にも醤及して

　いる〔FSI：6］。

6）スブキー家については，主としてTaj　al－Din　al－SubkiのMu‘id　al・Ni’am　wa　Mubid　al・Niqαmを扱っ

　たUusayn　1948があるが，その第2章が，スプキ一家の人々の略歴に充てられている璋usayn　1948；

　47－85］。そこには，かなり詳しいスプee　一琴の家系図が付されている。本稿添付の家系図は，草usayn

　1948の家系図を参考に，A‘A，　DK，　pL，　shDh，　Tsh，　TshKから作成し，ザイヌッディーンとサドルッ

　デi　一一ンの家系に属し，タキーユッディーンの2世代後の入物までを載せた。

7）　イブン・ハルドゥーンの霞伝を扱った森本1992，スユーティーの自伝を扱ったSartain　l975等の

　研究がある。
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8）本稿で用いた刊本は，1964年から1976奪にかけてカイロから出版された朝本の，第2版である。

9）TShKの中には彼に充てられた項はなく，今回利用した他の人名伝でも，特に一項を設けて言及さ

　れることはない。タキーユッディーンの残りの3人の息子たち，アブー・ハーミド，ジャマールッ

　デイーンJamal　al・Din　Ab6　Tayyib　al阻usayn，タージュッディーンについては，それぞれに充てられ

　た項がある。

10）例えば第1節にも，タキーユッディーンとその父・佃父の勉学に対する熱心な姿勢（本稿第H章で

　後述）についての記述がみられ［TShK　ga44－45］，また，人間関係についても，タキーユッデi一ンが

　ウマリーal：Umaarlと不仲であり，それが皆の知るところであったとも記されている［TShK　9：157］。

ll）Sartain　1975も初等教育について触れているが，ここでもやはり情報が少ないことが述べられてい

　る［Sartain王975；lig一・120］。

12）評alm　al－Din　Abil　al一‘Abbas　A脚ad　b．　Mullammad　b．‘AII　Ibn　al－Rif‘a．645／1247－8年にエジプトで生

　まれる。シャーフィイー派の法学者。710年第7月／1310年に同地で死去［TShK　24－27；DK　1＝336－39

　；TSh　2：273－76］．

王3）‘Ala’al－Dln　Abit　a1一草asan‘Ali　b．　Mu恥mn｝ad　b．’Abd　al－R的m独al－Bajl．631／1233－4年生まれのイ

　マームQシャーーフィイー派。714年第11月／！315年没［TShl〈　aO：339－66；TSh　2；290－93］。

王4）　Sayf　al－Din‘王sa　b．　D2wud　al－BagitdadZ　al一翠anafi．630／1232－3年生まれ。ハナフィー派。7Q5年第5月

　／1305埼三ぢと［DK　4：239］0

15）　‘Alam　al－Dln　‘Abd　al－1〈arim　b．‘Ali　b．‘Umar　al一‘lraqi．　622年または623隼／1225－6年，エジプトに生まれ

　る。704tEli第2月／1304記田｛去［TShlく10：95－96；DK　2：200－201；TSh　2：283－84】。

16）　Taqi　al－Din　M頭a1nmad　b．　A恥ad　b．‘Abd　al－Kh21iq　lbn　al一＄a’igh．　636／1238－9年生まれ。エジプトの

　コーラン読講のシャイフ。725年第2月／1325年に岡地で死去［TSh　2：371－73；DK　5：48－49］。

17）　Sharaf　al－Din‘Abd　al－Mu’min　b．　Khalaf　b．　Abl　al－llasan　al－Dimyati．613年末／1217年ダミエッタ生ま

　れ。705年第11月／1306年にカイロで死芸［TshK　lo＝102－23課sh　2：286－88］。

18）　M晦a陥nad　b．　Yifsuf　b．‘All　AbU輩ayyan．652／1254－5年または6肘壷第10月／1256年，グラナダ生まれ

　とされる文法学者。745年第2月／1344年，カイmで死張婬ShK　9二276－307：DK　6：58－65；TSh　3：

　88nv’92］　e

19）　A恥ad　b．　Muilamraad　Ibn‘AぼA肱h．709年間6月／1309年没。ス・・一mフィーで，イプン・タイミーヤと

　対立した人々の一人［DK　1＝324一・25】。

20）739／1339年にシャーフィイー派の大占ーディーとしてダマスクスへ赴任してからは，息子アブー・

　ハーミドが後任としてこの職に就いたが，実権はタキーユッディーンにあったと書かれている。ター

　ジュッディーンがTShKを執筆していた頃（既にタキーユッデK一ンは死肉）にはアブー・ハーミド

　が名実ともにその職にあった［TShK　9：181］。

21）　ズライーのダマスクスでの大カーディー就任期閤は723／1323年から724／1323一婆年。以後ダマスク

　スの大カーディーの二品期間については近藤1993　：　42を参照。

22）Husayn　l948の系図には見られず，また国名伝にも名前を見いだすことはできなかった。

23）　アブー・バクルについては生没隼不祥。娘スタイタSutaytaについては，　776／1374－5年に死去した

　という記述がみられるが［ShDh　6＝242］，生年については不祥。
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24）　ナーイブに着任した時期は書かれていない。

25）　Jamal　al－Dln　Aba　al嘩ajlaj　Yifsuf　b．‘Abd　al－R的man　b．　YUsuf　al－Mizzi．654／1257ご年，アレッポ郊外で

　生まれ，ミッザで育つ。23年半ダール・アルハディ・一ス・アシュラフィーヤにシャイフとして在職し，

　742／1341年をこ死去［’ぎShK　10；395－430；DK二6　：228－33；TSh　3；99－101］0

26）　Shams　al・Din　Mu⑫mmad　b．　Abi　Bakr　b．王brahim　lbn　al－Naqib．622／i225年頃生まれる。ナワウィー

　の下で法学を学ぶ。ホムス，タラーブルス，アレッポのカーディーを務めたこともある。シャーミー

　ヤ・バッラーニーや学院のムダッリスを務め，745／1345年に死去［TSh　1〈　9：307－309；DK　5＝工35－36；

　TSh　3　：　64－66］　．

27）　Shams　al－Din　AbガAbd　Al励M痺ammad　b．　A麺ad　b．‘Uthman　al－1）hahabi．673／玉274年生まれ。嘉

　時の高名なハーフィズの一人。al－Tα微’↓α‘一∬3～σ，，ちTadhldrat　al－Uttffda等の著者。748／1348年に死去

　［’1’ShK　9　i　10e－23　；　DK　5　：　66－68　：　TSh　3：　72－74］．

28）後には，息子タージュッディーンもこの職に着任している［TShK　9＝209］。

29）サファディー一al．＄afadiもまたタキーユッディーンの項Eの中で，彼には焉0を越す著作があるとし

　て，多くの著作名を挙げている［A’A：215－18］。

30）　Sayf　al－Dln　Arghttn　al－KamilI．752年頃8月／1351年から753年第10月／王352年までダマスクスのナー

　イブを務める。758年第10月／1357年死去〔A‘A1：149；DK王：418－19；UD　8］。

31）i㌻rakhammaに同じ。「目が見えなくなる，暗くなる」の意から，その事件について入々の葺目をひく

　ことがなくなったと解釈した。

32）「バァルベックの文書」を証拠として提出することになった訴訟については，FS　2：158－67にある，

　751年第7月20日／1350年9月23日にタキーユッディーンが半目決したユーニーーニーal－YOnini家とトグ

　テギンTughtakln　Xの訴訟を指している可能性が高い。

33）　一般に，文書は証拠としては認められないとされるが，契約の当事者間の権利の衝突や，後の第三者

　の娼現によって契約が無効となることを避け，また訴訟が起こったときに証人の証欝を確認するため

　に作成され，重要な役割を果たした［Wakin　l971，1972］。こういつた文書作成技術は，特にハナ

　フィー派で発達した［Wakin　l972：12－14〕。

　　今戸まで残っている文書［A甑n1981；Little　1984］を利爆して，文書の研究［Gronke　1982；Little

　l980，198王］，また文書を作成する公証人に関する研究［Tyan　l959；Guellil　1985］，更に，　Lutfi　1985や

　Nielsen　1985のように，こうした文書を用いて司法制帽を明ちかにしようとする研究もなされている。

34）　FS　2：158－67（注32参照）でも，アルグンと訴訟との関連については触れられておらず，彼がこの訴

　訟に関わってきた理由は特定できない。

35）教友だちと第3代カリフ，ウスマーンとのイジュマーウで，誤ったコーランの写しは焼却してよいと

　いうもの。このことから，問題の証書は，誤り故に焼却されてもよいものなのであり，自分の正した判

　決：はイジュマーウに沿ったものであると結論づけている［FS　2：442；TShK　9：290］。

36）複数の文書の問に対立する記載がなければ，それらの文書は正しい。また，対立する認載があれば，

　それを注意深く吟味すればよい。従って，内容が明白であることこそ文書にとって必要である，とタ

　キーユッディーンは考えた［FS　2：442；TShK　9：290］。

37）刊本にはa1一＄MYR￥とあるが，シャーフィイー派のイマームの一人Abit　al－Qasim‘Abd　al－Wa阜ld　b．
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　　alKusayn　al－Saymariでtまないかと思われる［TSh　1：177－78］。

38）簸近では，包括的な研究Berkey　l992も発表され，既にCarl　R　Petry　［IESHO　37（4），↓994］，．　Devin

　　j．　Stewart［lstα7ntc　Latv　af・zd∫o廊妙1（3），1994］両氏による書評がなされている。

史料略号

A‘A　：　Salah　al－DiR　al一＄afadi，　A‘ya－n　al一‘？16列目tva　A‘wdft　al－Nasr，　3　vols，，　Frankfurt　am　Main，　199e．

BN　　二王bn　Ka癒ir，（ll－Bi（tdya　w（しα1・ハ1“tayα　fi　al・Tα’γ罫鰍，王4　vo蓋s，，　a童一Qahira，1939．
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　　　　　76．

DL　：　al－Sakhawl，　al－Datv’al－La？ni‘　li－Aht　ag－Qam　at－Tasi‘，　12　vels．，　1934－36．　Bayrgt，　fi．d．

FS　：　Taqi　al－Dln　al－Subki，　Fatdwa　al－Sttbfet’，　2　vols．，　1937．　Bayrat，　n．d．
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TSh　：　lbn　Qadi　Shtthba，　Tabaqat　al－Shdfi‘lya，　4　vels．，　Kyderabad，　1978．

TShK　：　Taj　al－Din　al－SubkL　Tabaqdt　a“Sl；・difi‘iya　al－Kubrd，　IO　vols．，　1964－76．　Jiza，　1992．
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